
岡
山
県
家
庭
教
育
応
援
条
例

家
庭
教
育
は
、
全
て
の
教
育
の
出
発
点
で
あ
り
、
子
ど
も
の
健
や
か
な
育
ち
の
基
盤
を
作
る
た
め
に
極
め
て
重
要
で

あ
る
。
子
ど
も
は
、
親
や
保
護
者
と
の
愛
情
や
絆
、
家
庭
で
の
触
れ
合
い
等
を
通
じ
、
基
本
的
な
生
活
習
慣
や
自
立
心
、

自
制
心
、
社
会
の
ル
ー
ル
等
を
身
に
付
け
、
知
・
徳
・
体
の
調
和
の
と
れ
た
人
格
を
形
成
す
る
。

近
年
、
共
働
き
世
帯
や
ひ
と
り
親
世
帯
の
増
加
と
い
っ
た
家
族
形
態
の
変
容
や
、
経
済
的
な
問
題
な
ど
社
会
環
境
が

変
化
し
て
い
く
中
で
、
暮
ら
し
に
ゆ
と
り
の
な
い
家
庭
が
増
え
つ
つ
あ
る
。
ま
た
、
地
域
の
つ
な
が
り
の
希
薄
化
等
を

背
景
と
し
て
、
保
護
者
が
子
育
て
の
悩
み
や
不
安
を
抱
え
た
ま
ま
孤
立
し
て
し
ま
う
こ
と
も
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
家
庭

を
取
り
巻
く
環
境
の
様
々
な
変
化
に
伴
い
、
家
庭
や
地
域
の
教
育
力
の
低
下
が
大
き
な
問
題
と
な
っ
て
い
る
。

岡
山
県
で
は
、
こ
れ
ま
で
も
家
庭
教
育
を
支
援
す
る
取
組
を
行
っ
て
い
る
が
、
複
雑
か
つ
多
様
化
す
る
社
会
環
境
に

対
応
し
た
支
援
を
行
う
た
め
に
は
、
今
こ
そ
、
各
関
係
者
が
連
携
を
図
り
、
各
家
庭
の
自
主
性
を
尊
重
し
つ
つ
、
社
会

全
体
で
家
庭
教
育
を
支
え
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
地
域
の
宝
で
あ
り
、
未
来
へ
の
希
望
で
あ
る
子
ど
も
た
ち
の
た
め
、
全
て
の
保
護
者
が
安
心
し
て
家
庭
教

育
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
社
会
全
体
で
応
援
す
る
「
家
庭
教
育
応
援
県
岡
山
」
の
実
現
を
目
指
し
、
こ
こ
に
条
例

を
制
定
す
る
。

（
目
的
）

第
一
条

こ
の
条
例
は
、
家
庭
教
育
の
支
援
に
つ
い
て
、
基
本
理
念
及
び
そ
の
実
現
を
図
る
た
め
に
必
要
な
事
項
を
定

め
、
家
庭
教
育
を
支
援
す
る
た
め
の
施
策
（
以
下
「
家
庭
教
育
支
援
施
策
」
と
い
う
。
）
を
総
合
的
に
推
進
し
、
保
護

者
が
学
び
、
成
長
し
て
い
く
こ
と
及
び
子
ど
も
が
将
来
親
に
な
る
選
択
を
し
た
場
合
の
た
め
に
学
ぶ
こ
と
を
促
す
と

と
も
に
、
子
ど
も
の
健
全
な
成
長
の
た
め
に
必
要
な
生
活
習
慣
の
確
立
、
自
立
心
の
育
成
及
び
心
身
の
健
や
か
な
発

達
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

（
定
義
）

第
二
条

こ
の
条
例
に
お
い
て
「
家
庭
教
育
」
と
は
、
保
護
者
（
親
権
を
行
う
者
、
未
成
年
後
見
人
そ
の
他
の
者
で
、

子
ど
も
を
現
に
監
護
す
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
、
そ
の
子
ど
も
に
対
し
て
行
う
教
育
を
い
う
。

２

こ
の
条
例
に
お
い
て
「
子
ど
も
」
と
は
、
お
お
む
ね
十
八
歳
未
満
の
者
を
い
う
。

３

こ
の
条
例
に
お
い
て
「
学
校
等
」
と
は
、
学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
一
条
に
規
定
す

る
学
校
（
大
学
を
除
く
。
）
、
児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
第
三
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す

る
保
育
所
及
び
就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
八

年
法
律
第
七
十
七
号
）
第
二
条
第
六
項
に
規
定
す
る
認
定
こ
ど
も
園
を
い
う
。

４

こ
の
条
例
に
お
い
て
、
「
地
域
活
動
団
体
」
と
は
、
地
域
的
な
共
同
活
動
を
行
う
団
体
を
い
う
。

（
基
本
理
念
）

第
三
条

家
庭
教
育
の
支
援
は
、
保
護
者
が
そ
の
子
ど
も
の
教
育
に
つ
い
て
第
一
義
的
責
任
を
有
す
る
と
い
う
基
本
的

認
識
の
下
に
、
県
、
市
町
村
、
学
校
等
、
地
域
住
民
、
地
域
活
動
団
体
、
事
業
者
そ
の
他
の
社
会
の
全
て
の
構
成
員

が
、
家
庭
に
お
け
る
自
主
性
を
尊
重
し
つ
つ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
役
割
を
果
た
す
と
と
も
に
、
相
互
に
協
力
し
な
が
ら
、

一
体
的
に
取
り
組
む
こ
と
を
旨
と
し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。



２

家
庭
教
育
の
支
援
は
、
一
人
一
人
の
子
ど
も
の
か
け
が
え
の
な
い
個
性
を
尊
重
す
る
と
と
も
に
、
多
様
な
家
庭
環

境
に
十
分
配
慮
し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

家
庭
教
育
の
支
援
は
、
幼
児
期
に
お
け
る
教
育
が
生
涯
に
わ
た
る
人
格
形
成
の
基
礎
を
培
う
重
要
な
も
の
で
あ
る

こ
と
に
鑑
み
、
と
り
わ
け
幼
児
期
に
重
点
を
置
い
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
県
の
責
務
）

第
四
条

県
は
、
前
条
に
定
め
る
基
本
理
念
（
以
下
「
基
本
理
念
」
と
い
う
。
）
に
の
っ
と
り
、
子
ど
も
に
関
わ
る
各
部

署
が
家
庭
教
育
の
支
援
を
目
的
と
し
た
体
制
を
整
備
す
る
と
と
も
に
、
家
庭
教
育
支
援
施
策
を
総
合
的
に
策
定
し
、

及
び
実
施
す
る
責
務
を
有
す
る
。

２

県
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
家
庭
教
育
支
援
施
策
を
策
定
し
、
及
び
実
施
す
る
と
き
は
、
市
町
村
、
保
護
者
、
学

校
等
、
地
域
住
民
、
地
域
活
動
団
体
、
事
業
者
そ
の
他
の
関
係
者
と
連
携
し
て
取
り
組
む
こ
と
と
し
、
保
護
者
及
び

子
ど
も
の
障
害
の
有
無
、
ひ
と
り
親
家
庭
の
存
在
、
保
護
者
の
経
済
状
況
そ
の
他
の
家
庭
状
況
の
多
様
性
に
十
分
配

慮
す
る
も
の
と
す
る
。

（
市
町
村
と
の
連
携
等
）

第
五
条

県
は
、
市
町
村
が
家
庭
教
育
支
援
施
策
を
策
定
し
、
又
は
実
施
す
る
と
き
は
、
市
町
村
と
連
携
す
る
と
と
も

に
、
市
町
村
に
対
し
て
情
報
の
提
供
、
助
言
そ
の
他
の
必
要
な
支
援
を
行
う
も
の
と
す
る
。

（
保
護
者
の
役
割
）

第
六
条

保
護
者
は
、
基
本
理
念
に
の
っ
と
り
、
子
ど
も
の
健
全
な
成
長
の
た
め
に
必
要
な
生
活
習
慣
の
確
立
、
自
立

心
の
育
成
及
び
心
身
の
健
や
か
な
発
達
を
図
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

２

保
護
者
は
、
家
庭
教
育
を
充
実
さ
せ
る
た
め
、
学
校
等
と
連
携
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

（
学
校
等
の
役
割
）

第
七
条

学
校
等
は
、
基
本
理
念
に
の
っ
と
り
、
保
護
者
、
地
域
住
民
、
地
域
活
動
団
体
等
と
連
携
し
て
、
子
ど
も
の

健
全
な
成
長
の
た
め
に
必
要
な
生
活
習
慣
を
身
に
付
け
さ
せ
る
と
と
も
に
、
自
立
心
の
育
成
及
び
心
身
の
健
や
か
な

発
達
を
図
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

２

学
校
等
は
、
県
及
び
市
町
村
が
実
施
す
る
家
庭
教
育
支
援
施
策
に
協
力
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

（
地
域
住
民
等
の
役
割
）

第
八
条

地
域
住
民
は
、
基
本
理
念
に
の
っ
と
り
、
保
護
者
及
び
学
校
等
と
連
携
し
て
、
家
庭
教
育
を
行
う
た
め
に
良

好
な
地
域
環
境
の
整
備
に
努
め
る
と
と
も
に
、
地
域
の
歴
史
、
伝
統
、
文
化
、
行
事
等
を
伝
え
る
こ
と
を
通
じ
、
子

ど
も
の
健
全
な
育
成
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

２

地
域
活
動
団
体
は
、
基
本
理
念
に
の
っ
と
り
、
保
護
者
及
び
学
校
等
と
連
携
し
て
、
家
庭
教
育
を
支
援
す
る
た
め

の
取
組
を
積
極
的
に
行
う
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

３

地
域
住
民
及
び
地
域
活
動
団
体
は
、
県
及
び
市
町
村
が
実
施
す
る
家
庭
教
育
支
援
施
策
に
協
力
す
る
よ
う
努
め
る

も
の
と
す
る
。

（
事
業
者
の
役
割
）

第
九
条

事
業
者
は
、
基
本
理
念
に
の
っ
と
り
、
家
庭
教
育
に
お
け
る
保
護
者
の
役
割
の
重
要
性
に
鑑
み
、
そ
の
雇
用

す
る
従
業
員
の
仕
事
と
家
庭
生
活
と
の
両
立
が
図
ら
れ
る
よ
う
、
必
要
な
雇
用
環
境
の
整
備
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。



２

事
業
者
は
、
県
及
び
市
町
村
が
実
施
す
る
家
庭
教
育
支
援
施
策
に
協
力
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

（
保
護
者
、
学
校
等
、
地
域
住
民
等
の
連
携
し
た
活
動
の
促
進
等
）

第
十
条

県
は
、
保
護
者
、
学
校
等
、
地
域
住
民
、
地
域
活
動
団
体
、
事
業
者
そ
の
他
の
関
係
者
が
相
互
に
連
携
し
、

及
び
協
力
し
て
取
り
組
む
家
庭
教
育
を
支
援
す
る
た
め
の
活
動
の
促
進
を
図
る
と
と
も
に
、
県
民
皆
で
支
え
合
う
環

境
づ
く
り
を
推
進
す
る
も
の
と
す
る
。

（
保
護
者
の
学
び
の
支
援
）

第
十
一
条

県
は
、
保
護
者
の
学
び
（
保
護
者
が
、
子
ど
も
の
発
達
段
階
に
応
じ
て
重
視
す
べ
き
家
庭
教
育
の
内
容
、

子
育
て
の
知
識
そ
の
他
の
保
護
者
と
し
て
必
要
な
こ
と
を
学
ぶ
こ
と
、
互
い
に
交
流
す
る
こ
と
等
を
い
う
。
次
項
に

お
い
て
同
じ
。
）
を
支
援
す
る
学
習
方
法
の
開
発
及
び
普
及
を
図
る
も
の
と
す
る
。

２

県
は
、
保
護
者
の
学
び
の
機
会
を
提
供
す
る
と
と
も
に
、
学
校
等
、
地
域
住
民
、
地
域
活
動
団
体
、
事
業
者
そ
の

他
の
関
係
者
の
取
組
に
対
し
支
援
す
る
も
の
と
す
る
。

（
親
に
な
る
選
択
を
し
た
場
合
の
た
め
の
学
び
の
支
援
）

第
十
二
条

県
は
、
親
に
な
る
選
択
を
し
た
場
合
の
た
め
の
学
び
（
子
ど
も
が
、
家
庭
の
役
割
、
子
育
て
の
意
義
そ
の

他
の
将
来
親
に
な
る
選
択
を
し
た
場
合
の
た
め
に
学
ぶ
こ
と
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
支
援
す
る
学
習
方

法
の
開
発
及
び
普
及
を
図
る
も
の
と
す
る
。

２

県
は
、
親
に
な
る
選
択
を
し
た
場
合
の
た
め
の
学
び
の
機
会
を
提
供
す
る
と
と
も
に
、
学
校
等
、
地
域
住
民
、
地

域
活
動
団
体
、
事
業
者
そ
の
他
の
関
係
者
の
取
組
に
対
し
支
援
す
る
も
の
と
す
る
。

（
人
材
養
成
等
）

第
十
三
条

県
は
、
家
庭
教
育
に
関
す
る
支
援
を
行
う
人
材
の
養
成
、
資
質
の
向
上
及
び
相
互
の
連
携
を
推
進
す
る
も

の
と
す
る
。

（
相
談
体
制
の
整
備
等
）

第
十
四
条

県
は
、
家
庭
教
育
に
関
す
る
相
談
に
応
ず
る
た
め
、
相
談
体
制
の
整
備
及
び
充
実
、
相
談
窓
口
の
周
知
そ

の
他
の
必
要
な
施
策
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

（
広
報
及
び
啓
発
）

第
十
五
条

県
は
、
家
庭
教
育
の
支
援
に
関
す
る
社
会
的
気
運
を
醸
成
す
る
た
め
、
家
庭
教
育
に
お
い
て
保
護
者
の
果

た
す
役
割
及
び
社
会
の
全
て
の
構
成
員
が
家
庭
教
育
を
支
援
す
る
こ
と
の
重
要
性
に
つ
い
て
、
県
民
の
理
解
を
深
め

る
と
と
も
に
、
意
識
を
高
め
る
た
め
の
広
報
及
び
啓
発
を
行
う
も
の
と
す
る
。

（
財
政
上
の
措
置
）

第
十
六
条

県
は
、
家
庭
教
育
支
援
施
策
を
推
進
す
る
た
め
、
必
要
な
財
政
上
の
措
置
を
講
ず
る
よ
う
努
め
る
も
の
と

す
る
。

（
公
表
）

第
十
七
条

県
は
、
毎
年
度
、
県
の
家
庭
教
育
支
援
施
策
の
実
施
状
況
を
公
表
す
る
も
の
と
す
る
。

（
家
庭
教
育
を
応
援
す
る
日
）

第
十
八
条

県
は
、
家
庭
教
育
を
充
実
さ
せ
る
た
め
、
岡
山
県
家
庭
教
育
応
援
の
日
（
十
一
月
の
第
三
日
曜
日
）
を
定

め
、
家
庭
教
育
に
つ
い
て
の
県
民
の
関
心
及
び
理
解
を
深
め
る
た
め
の
啓
発
活
動
そ
の
他
の
事
業
を
実
施
す
る
よ
う



努
め
る
も
の
と
す
る
。

附

則

（
施
行
日
）

１

こ
の
条
例
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
検
討
）

２

県
は
、
こ
の
条
例
の
施
行
後
三
年
を
超
え
な
い
期
間
ご
と
に
、
県
民
の
意
見
、
社
会
情
勢
の
変
化
等
を
踏
ま
え
、

必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
こ
の
条
例
の
規
定
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
所
要
の
措
置

を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。


